
        農林水産部指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会審査報告書 

                    （鳥取県営境港水産物地方卸売市場及び境漁港） 

 

 農林水産部指定管理候補者審査・指定管理施設運営評価委員会（以下「審査・運営評価委

員会」という。）として、次のとおり鳥取県営境港水産物地方卸売市場及び境漁港の指定管

理候補者を鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例（以下「指定手続

条例」という。）第５条の基準に基づいて審査・選定した。 

 

１ 指定管理候補者（指名指定） 

 境港水産物市場管理株式会社（境港市昭和町９番地７） 代表取締役社長 佐々木 六郎 

２ 指定期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

３ 指定管理料の額 

９９６，８０８千円（債務負担行為額９９６，８０８千円） 

    ［参考］単年度指定管理料の額        

年度 鳥取県営境港水産物地方卸売市場 境漁港 

令和６年度 １８５，７７６，０００円 ６，９３０，０００円 

令和７年度 １９３，２５７，０００円 ６，９３０，０００円 

令和８年度 １９６，６１１，０００円 ６，９３０，０００円 

令和９年度 １９３，２５７，０００円 ６，９３０，０００円 

令和１０年度 １９３，２５７，０００円 ６，９３０，０００円 

４ 選定理由 

 鳥取県営境港水産物地方卸売市場及び境漁港の指定管理について上記の団体を指名し、

審査・運営評価委員会において指定手続条例第５条の基準に基づき総合的に審査した結果、

市場業務に精通しており、現在、県が行っている高度衛生管理型市場・漁港の整備状況に応

じて、関係機関・関係者と連携した適切な管理運営を行うことができることから、上記の団

体を指定管理候補者として適当であると認めた。 

５ 審査委員会の経緯 

（１）審査委員 

 

 

 

 

 

 

 

名  前 所属・役職等 

戸苅 丈仁 公立鳥取環境大学環境学部 准教授 

西村 隆行（副委員長） 山陰みらい税理士法人 税理士 

松本 美穂子 一般社団法人境港水産振興協会・境港お魚ガイド 

遠藤 貴美子 境港商工会議所女性会・理事 

鈴木 由香利（委員長） 鳥取県農林水産部水産振興局長 



（２）開催経緯 

   ア 第１回審査委員会：令和５年６月２９日 

         境港水産物地方卸売市場及び境漁港の概要説明、審査要項・審査項目等の審議 

    イ 第２回審査委員会：令和５年１０月１０日 

         面接審査の実施後、採点及び採点結果の審議、指定管理候補者の選定 

（３）審査基準 

 審査基準 審査項目 配点 

１ 施設の平等な利用を確保するのに十

分なものであること。 

（指定手続条例第５条第１号） 

○管理の基本的な考え方の適合性 

（施設設置目的の理解、管理運営の方針

等） 

必須 

２ 施設の効用を最大限に発揮させるも

のであること。 

（指定手続条例第５条第２号） 

 

○施設の設置目的に沿ったサービス・事業

の内容（利用者が円滑に業務を行うための

取組、サービス向上策） 

○施設の管理（施設の維持管理・衛生管理、

外部委託の考え方） 

○開館時間等 

○事故・事件の防止措置、緊急時の対応 

○個人情報保護等への対応、情報の公開 

○利用者等の要望の把握及び対応方針 

５０点 

３ 管理に係る経費の効率化が図られる

ものであること。 

（指定手続条例第５条第２号） 

○収支の見積内容 

○支出計画の見通し 

 

１５点 

４ 管理を安定して行うために必要な人

員及び財政的基礎を有しており、又

は確保できる見込みがあること。 

（指定手続条例第５条第３号） 

 

○組織及び職員の配置等 

○法人等の財政基盤、経営基盤、人材育成 

○関係法令に係る監督行政機関からの指

導等の状況 

○法人等の社会的責任の遂行状況 

・障がい者雇用 

・男女共同参画推進企業の認定等 

・ISO14001・TEASⅠ種規格等の認証等 

・あいサポート企業等の認定等 

○当該施設の管理運営状況の実績評価 

３５点 

 

  



（４）審査結果（面接審査及び書類審査）   ※点数は出席委員４名の平均 

審査

基準 
配点 

境港水産物市

場管理（株） 

委員からの主な意見等 

１ 適／不適 適 ○管理運営について適切である。 

２ ５０ ２４．７５ 

○限られた人員で広い施設の管理を適切にされてい

る。 

○早急にキャッシュレス決済の導入について検討くだ

さい。 

○努力をされているが、利用者の要望の把握、おさか

なパーク等の利用促進外部委託の考え方など改善の余

地がある。 

３ １５ ９．５０  

４ ３５ １６．５０ 

○財政基盤について特に問題はない。 

○人材育成にあたり、衛生管理についての研修を必須

としてください。 

合 

計 
１００    ５０．７５ 

 

６ 指定管理候補者の事業計画の概要 

（１）管理運営の基本的な考え方 

  ○県営施設を運営することの重要性、責任を自覚し、条例、規則等を遵守し高い志を持っ

て業務運営を図ることを基本と考える。 

 ○高度衛生管理型市場への整備が大きく進展し、従来にも増して衛生管理が求められる

ようになった。鳥取県及び関係者との連携を重視して取組む考え。 

（２）施設の設置目的に沿った業務の内容 

 ○日常巡視の徹底、事象の早期発見、関係者とのコミュニケーションの向上に努め市場・

漁港利用者が円滑に業務を行えるよう注力する。 

 ○利用許可、使用料・利用料の徴収、データの検針等正確な事務を行う。 

 ○水揚げ岸壁及び休憩用岸壁の適切な管理、係船の適切な運用調整等を図り、漁業者の利

用に支障がないよう管理運営する。 

（３）開場時間・休場日 

  ○市場については、２４時間開放、年間６５日程度の休場日。 

  ※条例上の開場時間は別途設定あり。 

○おさかなパークについては、現行（年中無休・午前５時から午後５時）どおり。  

 

（４）事故・事件の防止措置と緊急時の対応等 

  ○日常の巡視において施設設備に不具合がないかチェックリストを用いて点検するとと

もに、利用者の声に耳を傾けながら予防保全を迅速に行うことで、トラブルを未然防止

する。 



 ○大型クルーズ旅客船の寄港の増加に対応し、境港管理組合等と連携した漁業者の海上

事故の未然防止に努める。 

  ○災害・防災マニュアルや消防計画等が形骸化しないよう職員の教育を徹底する。県や海

上保安庁等との連絡体制を確保しつつ、利用者の避難、誘導、安全確保等を図る。 

（５）施設利用の要望の把握、利用促進の考え方 

  ○日常的に関係者とのコンタクトを図り、要望の把握に努め把握した情報は社内共有し、

取り得る策を実行する。指定管理者として対応が困難な場合は、速やかに県と協議する。 

（６）組織及び職員の配置等 

  ○常勤職員：専務取締役、業務担当、設備担当、庶務・経理担当、各種補助担当、監視員

６名の計１１名 

 ○非常勤職員：代表取締役社長、代表取締役２名、取締役２名、監査役４名の計９名 


